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　　　制限付き一般競争入札（事後審査・申請型　総合評価落札方式）について（公

　　　告）

 

　　　制限付き一般競争入札（事後審査・申請型　総合評価落札方式）を次のとおり

　　執行します。（なお，本案件は，競争参加資格確認申請書の提出が必要です）

 

　　令和　８年　２月２５日

 

　　　　　　　　　柏市長　　太　田　和　美

 

１　案件概要

　(1) 番号

　　　工事　第２７２号

　(2) 件名

　　　柏市最終処分場跡地公園整備工事（建築工事）

　(3) 場所

　　　柏市布施７９番先

　(4) 概要

　　　建築（新築）一式工事

　　　　ア　公衆便所（多目的広場）　　Ｎ＝１棟

　　　　イ　公衆便所（葉っぱテラス）　Ｎ＝１棟

　　　　ウ　ユニットシェルター　　　　Ｎ＝２棟

　(5) 工期

　　　契約締結日の翌日から令和８年１１月３０日（月）まで

　(6) 入札形態

　　　総合評価落札方式（価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定す

　　　る。）（ちば電子調達システム）

　(7) 予定価格

　　　落札者の決定後に公表

　(8) 低入札価格調査基準額

　　　落札者の決定後に公表

２　入札参加資格

　　入札に参加する資格を有する者は，この公告の日から開札の日まで（総合評定値
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　については公告の日）において，次の要件のすべてを満たす者とする。

　(1) 登録状況

　　ア　建築一式工事について，柏市競争入札参加資格者として登録されていること。

　　イ　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

　　　しないこと。

　　ウ　電子交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又はこの公

　　　告の日前６か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。

　　エ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続又は民事再生

　　　法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続の申立てがなされている

　　　者（競争入札参加資格者として，再度確認を受けた者を除く。）に該当しない

　　　こと。

　　オ　柏市建設工事請負業者等指名停止要領（昭和６２年４月１日制定）に基づく

　　　指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領（平成２６年１２月１８日制定）

　　　に基づく指名排除（以下「指名停止等」という。）を受けていないこと。

　　カ　柏市長と契約を締結した案件の工事検査通知書の評定点（以下「工事成績」

　　　という。）が，次に掲げるものに該当しないこと。なお，特定建設工事共同企

　　　業体が受けた工事成績は，各構成員が受けたものとみなす。

　　　(ｱ) 開札の時以前３か月以内に通知を受けた工事成績で６０点未満（低入札価

　　　　格調査の対象となり落札した案件については，６５点未満）のもの

　　　(ｲ) 開札の時以前２か月以内に通知を受けた工事成績で６０点以上６５点未満

　　　　のもの

　　キ　事業協同組合等が入札に参加をする場合，その構成員ではないこと。

　(2) 所在

　　　本店が柏市内にあること。ただし，本店は，人的及び物的設備を充足している

　　こと（責任者が常勤していること。電話の転送等は原則として認めない。一時的

　　な転送においては，転送先が別法人や雇用関係のない個人等ではないこと）。

　(3) 許可

　　　建築一式工事について，建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の特定

　　建設業又は一般建設業の許可を受けていること。

　　　ただし，下請代金の総額（消費税額及び地方消費税額を含む。）が８，０００

　　万円以上となる場合は，特定建設業の許可を受けていること。

　(4) 総合評定値

　　ア　総合評定値（建設業法第２７条の２９第１項の総合評定値で，この公告の日
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　　　において本市に登録されているものをいう。）が，建築一式工事について，７

　　　００点以上であること。

　　イ　契約の締結の日前１年７か月以内の審査基準日の経営事項審査を受けている

　　　こと。

　(5) 実績

　　　官公庁等が平成２７年度以降に発注した１，０００万円以上の建築一式工事

　　（平成２７年度以降に本市が発注した案件であって，当該工事成績が６５点未満

　　のものを除く。）について，元請として施工完了した実績があること。

　(6) 技術者

　　　建築一式工事について建設業法第２６条第２項の監理技術者又は同条第１項の

　　主任技術者を配置すること。

　　　ただし，契約金額（消費税額及び地方消費税額を含む。）が９，０００万円以

　　上となる場合は，建設業法第２７条の１８第１項の監理技術者資格者証の交付を

　　受けた者又は同法第２６条第１項の主任技術者（下請代金の総額（消費税額及び

　　地方消費税額を含む。）が８，０００万円以上となる場合は，監理技術者資格者

　　証の交付を受けた者）を専任で配置すること。

　　　なお，建設業法第２６条第３項第２号の監理技術者補佐を専任で配置する場合，

　　監理技術者は２件まで兼任可能とする。

　　　また，当該配置する技術者は，入札書の提出があった日において３か月以上の

　　直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを必要とする。

　(7) 社会保険等の加入

　　　健康保険，厚生年金保険，雇用保険（以下「社会保険等」という。）に加入し

　　ていること。

３　設計図書等の閲覧

　(1) 期間

　　　この公告の日から開札の日の前日まで

　(2) 方法

　　　入札情報サービスの「入札予定（公告）」のうち，この公告の件名の表示ボタ

　　ンを押下すると表示される「入札予定（公告）表示」に添付された「仕様書等」

　　欄での閲覧

４　質疑及び回答

　(1) 質疑受付期限

　　　令和８年３月６日（金）午後５時まで

3 10



/

　(2) 質疑受付方法

　　　質疑書様式（入札情報サービスの「入札予定（公告）」のうち，この公告の件

　　名の表示ボタンを押下すると表示される「入札予定（公告）表示」に添付された

　　「仕様書等」欄に含まれる「質疑書」に必要事項を入力したもの）により質疑を

　　作成し以下に指定するメールアドレス宛に送信すること。

　(3) 質疑送信先メールアドレス（工事用）

　　　shitsugi-k@city.kashiwa.chiba.jp

　(4) 回答方法

　　　令和８年３月１１日（水）午前９時までに，入札情報サービスの「入札予定

　　（公告）」のうち，この公告の件名の表示ボタンを押下すると表示される「入札

　　予定（公告）表示」に添付された「質疑書」欄に回答を掲載する。

５　総合評価に関する事項

　(1) 落札者の決定方法

　　　落札者は，「価格」及び「施工能力等」をもって入札に参加した者であって，

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち，次号に定める総合評価の

　　方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者と

　　する。

　(2) 総合評価の方法

　　　評価値は，入札書が無効でない者について，次の算式により算定する。この場

　　合において，標準点は１００点，加算点は次に掲げる事項のとおりとする。

　　　評価値＝〔（標準点＋加算点）÷入札金額〕×１０，０００，０００

　　　　※　なお，「評価値」は，小数点第５位以下を切り捨てるものとする。

　　ア　企業の施工能力に関する事項

　　　（ｱ）本案件と同業種の工事成績

　　　　ａ　本案件を発注する年度（以下「当該年度」という。）の３年前の年度か

　　　　　ら前年度までの工事成績の平均（以下「工事成績平均」という。）が７５

　　　　　点以上の場合は２点，７０点以上７５点未満の場合は１点，６５点以上７

　　　　　０点未満の場合又は本市が発注した工事成績の評定の対象となる工事の実

　　　　　績がない場合は０点

　　　　ｂ　ａに掲げる工事成績平均に関わらず前年度に受けた工事成績に６５点未

　　　　　満がある場合は－１点

　　　　ｃ　工事成績平均が６５点未満の場合は－２点

　　　（ｲ）優良建設工事表彰
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　　　　　当該年度の３年前の年度から公告日の前日までに柏市優良建設工事表彰要

　　　　領（平成３年１１月１９日制定）に基づく優良建設工事表彰を受けている場

　　　　合は２点，受けていない場合は０点（ただし，技術者が個人として当該優良

　　　　建設工事表彰を受けている場合は，点を加算しないものとする。）

　　　（ｳ）指名停止

　　　　　評価対象の期間は，指名停止の開始日が，当該年度の３年前の年度から公

　　　　告日の前日までとし，３か月以上の指名停止を受けている場合は－２点，３

　　　　か月未満の指名停止を受けている場合は－１点（当該評価対象の期間におい

　　　　て２回以上指名停止を受けている場合は，それぞれの指名停止の期間を加算

　　　　した期間とする。），指名停止を受けていない場合は０点

　　　（ｴ）ＩＳＯ９００１の認証

　　　　　開札日の前日までに，ＩＳＯ９００１の認証を取得していることを証明し

　　　　た場合は１点，取得していない又は証明できない場合は０点

　　イ　配置予定技術者（監理技術者）の施工能力に関する事項

　　　　１級の技術者（施工管理技士・建築士・技術士・大臣特別認定者）を配置す

　　　る場合は２点，それ以外の技術者を配置する場合は０点

　　　　なお，「１級の技術者」を落札後に変更する場合は，変更後の技術者も「１

　　　級の技術者」でなければならない。

　　ウ　地域貢献に関する事項

　　　（ｱ）柏市建設関連防災ネットワークへの加入及び災害時応急復旧活動

　　　　ａ　開札日の前日までに，柏市と「災害時における応急復旧活動の協力に関

　　　　　する協定書」を締結する柏市建設関連防災ネットワークに加入しているこ

　　　　　とを証明した場合は１点，加入していない又は証明できない場合は０点

　　　　ｂ　「災害時における応急復旧活動の協力に関する協定書」に基づく災害時

　　　　　応急復旧活動への従事が，当該年度の３年前の年度から前年度にあること

　　　　　を証明した場合は１点，ない又は証明できない場合は０点

　　エ　安全対策の取組状況に関する事項

　　　　　開札日の前日までに，建設業労働災害防止協会に加入していることを証明

　　　　した場合は１点，加入していない又は証明できない場合は０点

６　競争参加資格確認申請書

　　入札に参加する者は，競争参加資格確認申請書を電子入札システムで提出するも

　のとする。

　(1) 送信期間
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　　　令和８年２月２６日（木）午前８時から同年３月９日（月）午後５時まで

　(2) 送信方法

　　　調査票（入札情報サービスの「入札予定（公告）」のうち，この公告の件名の

　　表示ボタンを押下すると表示される「入札予定（公告）表示」に添付された「仕

　　様書等」欄に含まれる「調査票」に必要事項を入力したもの）を作成し，電子入

　　札システムに添付して送信すること。

　(3) 競争参加資格確認通知書

　　　競争参加資格確認申請書を提出した者に対して，電子入札システムにより競争

　　参加資格確認通知書を発行する。

　　　なお，本案件は事後審査型の制限付き一般競争入札であり，入札参加資格は開

　　札後に審査するため，競争参加資格確認通知書が発行された場合であっても，入

　　札参加資格を有すると柏市が確認したわけではない。

７　入札書

　　暴力団排除に関する誓約事項（入札情報サービスの「入札予定（公告）」のうち，

　この公告の件名の表示ボタンを押下すると表示される「入札予定（公告）表示」に

　添付された「仕様書等」欄に含まれる「誓約事項」）を承諾のうえ，入札しなけれ

　ばならない。

　(1) 送信期間

　　　令和８年３月１１日（水）午前１０時から同年同月１８日（水）午後３時まで

　(2) 送信方法

　　　内訳書（入札情報サービスの「入札予定（公告）」のうち，この公告の件名の

　　表示ボタンを押下すると表示される「入札予定（公告）表示」に添付された「仕

　　様書等」欄に含まれる「内訳書」に必要事項を入力したもの）を作成し，電子入

　　札システムに添付して送信すること。

　(3) 入力する入札金額

　　　契約金額は，入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

　　額（その金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）

　　とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

　　業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する

　　金額を入力すること。

　(4) 入札保証金

　　　入札保証金は，免除する。

８　開札
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　(1) 日時

　　　令和８年３月１９日（木）午前９時３０分

　(2) 場所

　　　本庁舎４階入札室

　(3) 立会人

　　　入札参加者は，開札に立ち会うことができる。

９　再度入札

　　開札の結果，予定価格の制限の範囲内の価格で低入札価格調査失格基準額以上の

　価格の入札がないときは，１回目の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合が

　ある。その際，低入札価格調査失格基準額未満の価格の入札をした者又は本公告の

　２　入札参加資格の(1) 登録状況，(2) 所在，若しくは(4) 総合評定値のいずれか

　の要件を満たしていない者は，再度入札に参加できないものとする。

　　なお，再度入札における入札書の提出期限日等は，電子入札システムの「再入札

　通知書」により通知する。

１０　契約

　(1) 社会保険等未加入建設業者との下請契約

　　　落札者は，社会保険等（健康保険，厚生年金保険，雇用保険）の届出の義務を

　　履行していない建設業者（建設業法第２条第３項に定める建設業者をいい，当該

　　届出の義務がない者を除く。）とは，原則として下請契約を締結してはならない。

　(2) 契約保証金

　　　契約金額の１０分の１以上の額（入札金額が低入札価格調査基準額を下回る場

　　合は，１０分の２以上の額）を納付すること（当該納付に代えて，保険会社，金

　　融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

　　法律第１８４号）第２条第４項の保証事業会社をいう。）の保証によることがで

　　きる。）。ただし，税込み契約金額が２００万円を超えるものに限る。

　(3) 前払金及び中間前払金

　　　前払金は契約金額のうち本市の会計年度ごとに定める出来高予定額のそれぞれ

　　４割に相当する額（入札金額が低入札価格調査基準額を下回る場合は，それぞれ

　　２割に相当する額。いずれも１０万円未満の額を切捨て）を，中間前払金は会計

　　年度ごとに定める出来高予定額のそれぞれ２割に相当する額（１０万円未満の額

　　を切捨て。なお，入札金額が低入札価格調査基準額を下回る場合は除く。）を，

　　当該会計年度ごとに請求をすることができる。

　　　なお，前払金と中間前払金の合計額は，原則として１億円を限度とし，会計年
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　　度ごとに定める出来高予定額の６割の額（１０万円未満の額を切捨て）を上限と

　　する。

　(4) 部分払

　　　柏市財務規則（昭和５９年柏市規則第４号）第１６０条の部分払の請求をする

　　ことができる。

　(5) 建設業退職金共済に係る手続

　　　建設業退職金共済証紙を購入し，その掛金収納書を提出すること（その他の退

　　職金共済制度に加入している場合又は独自の退職金制度を保有している場合を除

　　く。）。

　(6) ＣＯＲＩＮＳ

　　　一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮ

　　Ｓ）に登録をすること（契約金額が５００万円未満の案件を除く。）。

　(7) 契約の締結方法

　　　本案件は，紙による契約締結のほか，電子契約による契約の締結を選択できる

　　ものとする。

　　　電子契約を選択する場合は，入札時に電子契約利用申出書（入札情報サービス

　　の「入札予定（公告）」のうち，この公告の件名の表示ボタンを押下すると表示

　　される「入札予定（公告）表示」に添付された「仕様書等」欄に含まれる「電子

　　契約利用申出書」に必要事項を入力したもの）を作成し，電子入札システムに添

　　付して送信すること。なお，電子契約を選択しない場合は，紙の契約書により契

　　約を締結する。

１１　留意事項

　(1) 無効な入札

　　　入札参加資格のない者が行った入札，入札書又はそれらの添付資料に虚偽の入

　　力又は記載を行った者の入札及び入札条件（柏市入札情報の「規程集」に掲載す

　　るもの）に違反した者の入札は無効とする。

　(2) 事後審査型

　　　本案件は事後審査型の制限付き一般競争入札であり，開札時に実績，配置技術

　　者及び許認可等の適否を判断するため，開札により評価値の最も高い者であって

　　も，落札者とならない場合がある。

　(3) 低入札価格調査

　　　本案件は低入札価格の調査対象案件であるため，低入札価格調査基準額を下回

　　る金額で入札し，評価値の最も高い者であっても，落札者とならないことがある。
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　(4) 低入札価格調査に対する失格の特例

　　　低入札価格調査基準額を下回る金額，かつ，低入札価格調査失格基準額を下回

　　る金額で入札した場合は，失格とする。

　(5) 低成績の業者に対する失格の特例

　　　令和５年４月１日から開札の日時までの間に柏市長が通知した工事成績で６５

　　点未満のものがある者は，本案件で低入札価格調査基準額を下回る金額で入札し

　　た場合にあっては，入札参加資格はないものとする。

　(6) システム障害等

　　ア　ちば電子調達システム等に障害等やむを得ない事情が生じた場合は，開札日

　　　時を延期し，又は用紙による入札に変更することがある。

　　イ　入札参加者にシステムの障害等やむを得ない事情が生じた場合は，本市の承

　　　諾を得て用紙による入札に変更することができる。

　(7) 異議申立て

　　ア　入札後，設計図書等についての不明を理由として異議を申し立てることはで

　　　きない。

　　イ　入札の執行は，競争参加資格確認申請者が１者もなかったとき又は本市の都

　　　合により，若しくは入札を公正に執行することができないと認めるときは，開

　　　札日時を延期し，又は取りやめることがある。この場合において，入札参加者

　　　は，異議を申し立てることはできない。

　(8) 柏市営繕工事週休２日促進工事

　　　本工事は，発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進工事であ

　　る。詳細については，現場説明書及び「柏市営繕工事週休２日促進工事実施要領」

　　によるものとする。

　(9) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

　　　落札者（随意契約の場合にあっては，契約の相手方）は，建設業法第２０条の

　　２第２項の規定に基づき，工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生する

　　おそれがあると認めるときは，落札決定（随意契約の場合にあっては，契約の相

　　手方の決定）から請負契約を締結するまでに，契約課に対して，その旨を当該事

　　象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。

１２　担当

　(1) 発注部署

　　　環境部　清掃施設課

　(2) 入札執行部署
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　　　財政部　契約課

　　　　住所　柏市柏五丁目１０番１号

　　　　電話　０４－７１６７－１１２１（直通）

　　　　柏市入札情報　柏市オフィシャルウェブサイト

　　　　（http://www.city.kashiwa.lg.jp/）からリンクされるページ
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